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木

秀

海

キサ

本
書
は
『
中
園
通
史

・
断
代
史
』
シ

リ
ー
ズ

の
一
つ
で
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
既

刊
『
戟
図
史
』
と
と
も
に
楊
寛
氏
の
著
作
で
あ
る
。
楊
氏
は
一
九
一
四
年
生
ま

れ
、
上
海
社
曾
科
間
学
院
歴
史
研
究
所
副
所
長
、
復
旦
大
曲
学
教
授
な
ど
を
経
て
、

一
九
八
六
年
以
来
ア
メ
リ
カ
に
居
住
し
て
い
る
。
著
書
に
は
他
に

『
中
図
上
古

史
導
論
』
『
古
史
新
探
』
『
中
園
古
代
陵
綬
制
度
史
研
究
』
『
中
園
古
代
都
城

制
度
史
研
究
』
な
ど
多
数
あ
り
、
そ
の
研
究
成
果
は
本
書
に
も
採
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。

本
書
は
八
七

O
頁
あ
り
、
そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
章
以
下

は
省
略
)
。

前
言

第
一
編

第
二
編

第
三
編

第
四
編

第
五
編

第
六
編

西
周
開
園
史

西
周
時
代
的
土
地
制
度

・
農
業
生
産
和
手
工
業
生
産

西
周
王
朝
的
政
権
機
構

・
吐
禽
結
構
和
重
要
制
度

西
周
王
朝
的
憲
政
大
事

西
周
時
代
的
楚
園
和
曾
園

西
周
時
代
的
文
化
教
育
和
雄
制

第
七
編

附
録

西
周
王
朝
的
衰
亡
和
東
遷
中
原

論
『
逸
周
書
』

一
見
し
た
と
こ
ろ
全
鐙
が
西
周
史
の
通
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は

大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
、
第
一
編
か
ら
第
四
編
ま
で
と
第
七
編
は
西
周
史
通

論
、
第
五
編
か
ら
第
六
編
ま
で
は
専
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

事
論
を
や
や
短
く
ま
と
め
た
も
の
が
通
論
部
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
要
領
よ
く

ま
と
め
て
い
る
の
で
通
論
部
が
読
み
や
す
い
が
、
詳
細
な
論
援
が
知
り
た

い
場

合
は
専
論
部
を
讃
ん
だ
方
が
よ

い。

本
書
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
第
二
編
の
第
一
一
章
の
公
団
上
の
集
住
耕
作

と
卒
均
分
配
傍
地
制
度
、
そ
れ
を
縫
承
し
た
第
四
章
の
籍
回
と
籍
躍
、
第
三
編

の
第
五
章
の
政
軍
合
一
の
郷
途
制
度
で
あ
る
。
西
周
の
官
制
、
躍
制
も
そ
こ
に

由
来
し
、
社
曾
生
活
も
そ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
観
熱
か
ら
商
周
史
の
全
て
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
編
の
第
一

一軍
は
西
周
史
の
史
料

・
年
代
を
扱
っ
て
い
る
。
史
料
で
は
、

『
向
書
』
の
周
書
、

『
詩
経
』
の
周
煩
・
大
雅

・
小
雅
・
幽
風
、

『
逸
周
書
』

『圏
一諮』

『
周
易
』
『
古
本
竹
書
紀
年
』

『
世
本
』

『
穆
天
子
俸
』

『
史
記
』

『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
『
周
薩
』
『
儀
雄
』
『
種
記
』
と
西
周
金
文
が
信
頼
で

き
る
と
す
る
。
武
王
克
商
の
年
代
に
つ
い
て
は
、

ハ
レ

l
替
一豆
一
や

「裁
在
鶏

火
」
か
ら
の
推
算
が
あ
る
が
、
推
算
の
根
援
と
す
る
ハ
レ

l
琴
星
や
「
裁
在
鶏

火
」
自
鐙
の
根
嬢
が
薄
弱
で
あ
る
の
で
定
論
と
し
難
い
と
し
、
各
王
の
在
位
年

数
も
武
王
(
三
年
)
・
周
公
(
七
年
)
・
穆
王
(
五
十
五
年
)
・
属
王
(
三
十
七

年
)
・
宣
王
(
四
十
六
年
)
・
幽

王

(
十
一

年
)
以
外
は
明
確
で
な
い
と
す
る
。

史
料
が
康
範
園
に
及
ぶ
が
、
儒
家
は
一
定
の
政
治
基
準
に
も
と
づ
い
て
古

『
書
』
な
ど
か
ら
史
料
を
採
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
利
用
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
黙
が
重
要
で
あ
る
。

第
二
一
挙
は
、
農
業
指
導
者
と
し
て
の
后
稜
、
園
家
を
建
設
し
た
公
劉
、
一
商
王

武
丁
期
の
卜
僻
に
見
え
る
周
方
・
周
侯
と
商
と
の
関
係
、
公
宣
父
の
岐
陽
へ
の

遷
都
、
克
商
前
の
先
周
青
銅
器
文
化
と
周
原
遺
祉
に
つ
い
て
文
献
史
料
と
考
古

皐
の
成
果
を
も
と
に
詳
論
し
て
い
る
。
論
中
、

菱
源
の
祭
犯
が
長
く
重
視
さ
れ

た
こ
と
の
一
事
を
以
て
、
后
穣
は
母
系
制
か
ら
父
系
制
へ
の
縛
換
の
第
一
代
と

す
る
の
に
は
数
燦
的
で
疑
問
を
感
じ
る
。

第
三
章
は
季
歴
か
ら
武
主
の
克
商
ま
で
を
論
じ
、
①
季
歴
は
虞
(
太
伯
・
仲

濯
が
初
封
)
と
協
力
し
な
が
ら
山
西
地
区
に
勢
力
を
抜
大
し
た
、
②
季
歴
と
同

じ
く
方
伯
に
任
じ
ら
れ
た
文
王
は
、
虞
や
丙
の
協
力
で
犬
戎
・
密
須
を
滅
ぼ
し

て
後
顧
の
憂
い
を
無
く
し
、
東
に
縛
じ
て
者
園
・
祁
園
・
崇
侯
虎
を
滅
ぼ
し
て

商
都
に
二
百
数
十
里
ま
で
迫
る
と
と
も
に
、
股
攻
滅
の
た
め
に
盟
に
遜
都
し

た
、
③
武
王
は
即
位
後
二
年
に
地
形
下
見
を
策
ね
た
演
習
を
盟
津
で
催
し
て
渡

河
北
伐
の
日
を
期
し
、
翌
年
、
盟
津
に
曾
し
た
諸
侯
連
合
軍
は
一
日
五
十
里
の

急
行
軍
で
襲
撃
し
、
牧
野
の
毅
い
に
勝
利
し
た
、
④
克
一商
一
後
、
呂
撃
に
肢
終
方

来
(
悪
来
)
を
迫
撃
さ
せ
る
と
と
も
に
、
四
路
に
分
け
て
波
遣
し
た
軍
に
黄
河

南
方
の
段
に
奥
す
る
諸
園
を
滅
ぼ
さ
せ
た
、
と
す
る
。
論
中
、
文
王
が
肢
の
方

伯
で
あ
る
と
同
時
に
王
と
稽
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
周
初
の
紀
年
が
文
玉
の

受
命
を
基
準
に
し
て
い
る
の
で
、
文
王
の
稽
王
は
確
か
だ
と
思
う
が
、
引
用
し

て
い
る
周
原
甲
骨
の
解
俸
に
は
疑
問
が
残
る
。
四
路
に
分
け
て
の
軍
の
波
遣
に

つ
い
て
は
、
第
四
編
第
一

一軍
の
五
に
『
逸
周
書
』
世
待
解
に
も
と
づ
く
詳
論
が

みめる。第
四
章
は
周
朝
の
創
建
と
東
征
の
勝
利
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
ず
、
武
王
の

鏑
京
へ
の
遷
都
と
東
郊
に
あ
っ
た
葬
京
の
宗
廟
の
大
室
・
淫
宮
・
上
宮
・
辞
潅

(
皐
宮
〉
・
大
池
な
ど
の
施
設
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
い
で
、
武
王
に
よ
る
異

姓
諸
侯
と
同
姓
の
親
腐
の
封
建
、
三
監
の
設
置
と
そ
の
地
堂
、
四
方
の
部
族
あ

る
い
は
方
図
に
射
す
る
按
撫
兼
征
服
の
政
策
と
、
周
公
に
よ
る
掻
政
(
掻
政
開

始
時
に
は
成
王
は
十
七
、
八
歳
で
極
練
中
に
は
な
く
、
掻
政
期
聞
は
七
年
)
と

稽
玉
、
三
監
・
武
庚
・
東
夷
の
叛
飢
に
つ
い
て
述
べ
、
東
夷
に
つ
い
て
は
型
方

鼎
の
「
惟
周
公
子
伐
東
夷
、
墜
伯
・
尊
古
、
成
含
」
と
禽
筆
の
「
主
伐
禁
侯
、

周
公
莱
(
謀
)
、
禽
祝
」
を
あ
げ
、
そ
の
地
墜
を
求
め
る
。
論
中
、
答
侯
は
蓋

す
な
わ
ち
奄
と
す
る
興
味
深
い
見
解
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
夷
に
勝
利
し
た

こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。

第
五
章
は
東
都
成
周
の
建
設
と
中
央
政
府
機
構
の
創
設
を
年
月
順
に
論
述
す

る
。
成
周
は
周
の
東
都
の
名
穂
、
玉
城
は
成
周
城
の
西
透
の
宮
城
と
し
、
そ
の

経
営
は
、
周
公
掻
政
五
年
二
月
乙
未
の
召
公
の
「
相
宅
」
に
始
ま
り
、
一
一
一
月
乙

卯
の
周
公
の
観
察
を
経
て
行
わ
れ
、
着
手
後
に
成
王
が
新
邑
に
来
て
、
初
め
て

王
位
に
升
登
し
(
こ
の
時
に
-
初
め
て
卸
位
)
、
周
公
錨
政
五
年
に
成
周
の
建
設

が
成
っ
た
と
す
る
。
ま
た
何
傘
な
ど
か
ら
武
王
は
嘗
初
か
ら
東
西
二
都
に
よ
る

統
治
を
考
え
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
成
王
の
宗
周
へ
の
鋳
京
後
、
周
公
に

成
周
を
留
守
し
、
東
都
の
政
務
を
主
持
す
る
よ
う
命
じ
た
と
す
る
。
最
後
に
、

成
王
と
成
周
の
「
成
」
の
意
味
が
完
成
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
二
編
の
第
一
章
は
井
田
制
と
村
杜
(
村
落
共
同
笹
)
に
つ
い
て
の
自
設
を

展
開
す
る
。
井
田
制
は
村
落
共
同
鐙
の
土
地
の
一
部
を
一
定
面
積
(
上
回
は
一

夫
百
畝
、
中
田
は
二
百
畝
、
下
回
は
三
百
畝
)
に
分
回
し
、
年
ご
と
に
分
配
を

後
え
て
卒
均
化
す
る
制
度
(
湯
氏
は
「
定
期
卒
均
分
配
伶
地
制
度
」
と
呼
ぶ
)

と
、
公
共
費
用
に
供
す
る
た
め
に
村
落
共
同
鐙
で
耕
地
(
公
団
、
籍
回
)
を
集

鐙
耕
作
す
る
制
度
が
起
源
で
、
卒
原
地
区
で
賀
行
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、

村
落
共
同
穫
が
園
君
や
貴
族
に
隷
属
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
公
田
、

籍
回
上
で

の
集
鐙
耕
作
の
成
果
は
園
君
や
貴
族
か
ら
侵
占
さ
れ
、
父
老
も
園
君
や
貴
族
の
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属
吏
と
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
失
い
で
、
村
落
共
同
鐙
で
の
生
活
と
、
公
団

(
即
ち
大
田
)
上
の
築
僅
労
働
、
農
業
生
産
と
農
夫
の
生
活
に
つ
い
て
述
べ

る。
第
二
章
は
、
貴
族
の
私
有
土
地
制
度
に
つ
い
て
、
天
子

・
公
卿
の
賞
田
に
は

土

・
采
・
邑
・
塁
・
回
が
あ
り
、
田
に
は
一
定
の
面
積
が
あ
る
こ
と
、
田
地
の

交
易
と
賠
償
使
用
が
西
周
時
代
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
債
格
、
交
易
し
た

場
合
の
封
彊
に
は
河

・
谷

・
道
路

・
樹
木
・
封
土
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ

る
。
特
に
新
し
い
見
解
は
な
い
。

第
三
一
章
は
西
周
時
代
の
農
具
、
耕
作
法
、
技
術
に
つ
い
て
論
じ
る
。
農
具
で

は
、
紹
は
ス
コ
ッ
プ
(
卒
頭
と
尖
頭
あ
り
)
に
踏
む
た
め
の
横
棒
が
つ
い
た
も

の
、
銭
は
布
銭
に
柄
が
つ
い
た
形
と
し
、
耕
作
法
で
は
、
稿
耕
は
二
人
で
二
紹

を
並
べ
た
耕
作
法
と
す
る
設
を
採
用
し
、
富
田
・
新
田
・
舎
田
は
三
園
制
と
は

異
な
る
一
年
休
耕
の
法
で
あ
る
と
す
る
。
附
録
は
、
徐
中
好
氏
の
反
論
に
針
す

る
反
論
で
、
例
設
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
上
記
と
同
じ
。

第
四
章
は
、

『
図
諮
問
』
周
語
上
の
記
載
に
も
と
づ
い
て
籍
躍
の
儀
式
を
五
つ

に
分
け
て
詳
述
し
、
籍
躍
の
目
的
は
庶
人
に
籍
回
上
で
の
無
償
労
働
を
強
制
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庶
人
に
貴
族
の
田
地
上
で
の
無
償
労
働
を
強
制
す
る
こ
と

に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
貴
族
に
よ
る
村
落
共
同
盟
の
集
髄
耕
作
す

る
公
共
費
用
の
土
地
の
侵
占
と
搾
取
に
由
来
す
る
と
し
、
搾
取
し
て
自
分
の
枚

入
と
す
る
こ
と
を
「
助
」
あ
る
い
は
「
籍
」
と
呼
び
、
籍
回
に
よ
る
枚
入
の
確

保
は
魯
の
宣
公
十
五
年
の
「
初
税
畝
」
の
よ
う
に
、
耕
回
に
直
接
に
課
税
す
る

ま
で
縫
揖
制
さ
れ
た
と
す
る
。

第
五
議
は
奴
殺
を
①

「人
一雨
」
「
高
」

「訊
」
と
稽
さ
れ
、
「
失
」
を
単
位

と
し
て
数
え
、
戦
争
待
虜
に
由
来
す
る
単
身
奴
殺
、
②
結
婚
し
て
家
を
成
し
て

い
る
奴
殺
で
、

「匡
」
と
稽
さ
れ
、

「家
」
を
単
位
と
し
て
数
え
、
家
族
全
員

が
回
什
虜
に
さ
れ
た
者
と
、
次
代
の
奴
殺
を
育
生
さ
せ
る
た
め
に
奴
隷
同
士
を
結

婚
さ
せ
た
者
、
③
氏
族
全
部
あ
る
い
は
部
族
全
部
が
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
者

で
、
「
茶
人
」
な
ど
と
稽
さ
れ
、
「
品
」
を
車
位
に
し
た
り
、
「
人
若
干
人
」

と
表
現
さ
れ
る
者
の
三
種
に
分
類
す
る
。
ま
た
、
王
が
臣
下
に
下
賜
し
た
回

の
う
ち
耕
作
者
が
附
州
惜
し
て
い
な
い
回
は
奴
殺
が
耕
作
し
た
と
し
、
僕
御
は
車

馬
・
駕
御
を
管
理
す
る
家
内
奴
隷
、
百
工
は
各
種
手
工
業
奴
輔
副
、
牧
は
畜
牧
に

従
事
す
る
奴
隷
、
大
多
数
は
農
業
に
従
事
す
る
奴
隷
と
す
る
。
附
録
で
は
、

「臣
」
は

「家
」
を
里
位
に
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
家
は
小
家
族
を
指
し
て
い

る
と
す
る
。

第
六
一
軍
は
西
周
時
代
に
褒
達
し
た
種
々
の
手
工
業
に
つ
い
て
考
古
皐
の
成
果

を
ま
と
め
て
い
る
。
青
銅
擦
で
は
埼
禍
と
鼓
風
口
(
繍
用
の
穴
)
、
焼
成
温
度
、

内
外
沼
の
構
成
、
コン

パ
ス
の
使
用
、
先
鋳
法
に
つ
い
て
、
銅
鏡
と
宗
教
信
仰

で
は
陽
峰
崎
(
太
陽
光
を
集
め
て
採
火
す
る
鏡
)
の
護
身
の
紳
致
、
漆
器
で
は
紋

様
彫
り
、
金
箔
貼
り
、
緑
松
石
の
象
俵
、
銅
を
漆
で
包
む
、
漆
器
に
青
銅
を
象

依
す
る
な
ど
の
技
術
に
つ
い
て
、
陶
磁
器
で
は
磁
器
の
青
あ
る
い
は
黄
色
の
粕

諸
問
、
品
質
が
陶
器
と
磁
器
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
、
陶
器
の
製
法
の
努
化
に
つ
い

て
、
織
物
で
は
大
臓
や
絹
の
織
物
、
菱
形
の
紋
援
の
出
現
、
「
解
子
股
」
と
い

う
刺
繍
の
技
法
に
つ
い
て
、
瑠
璃
で
は
色
や
煉
製
法
に
つ
い
て
、
骨
器
で
は
原

料
の
種
類
、
工
具
の
種
類
、
製
品
の
骨
鉾

・
骨
鐙
・
骨
鋸

・
骨
万

・
骨
錐

・
骨

針

・
蜂
万
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
召
陳

村
の
建
築
遺
祉
か
ら
設
見
さ
れ
た
白
色
人
種
の
胡
亙
の
昨
製
頭
像
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
鼻
梁
が
高
く
、
帽
子
状
の
も
の
を
被
っ
て
い
る
。

「亙
」
と
い
う

文
字
が
彫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
制
作
者
が
胡
亙
を
賞
見
し
た
の
は
ま
ち

E

、。

《
μ
s
u
v
ゆ

μ
、L

V

第
三
編
の
第

一
章
は
中
央
政
府
の
軍
政
合

一
の
政
治
機
構
に
つ
い
て
論
じ
て
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い
る
。
ま
ず
、
西
周
初
期
に
は
太
師
と
太
保
に
よ
る
監
護
制
度
が
あ
り
、
そ
れ

が
卿
事
寮
と
大
史
寮
と
い
う
こ
大
官
署
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
卿
事
寮

の
長
官
は
初
期
は
太
保
あ
る
い
は
太
師
で
、
中
期
以
後
は
太
師
(
卿
事
、
卿

土
)
で
あ
り
、
「
三
事
四
方
(
王
畿
内
と
四
方
の
諸
侯
の
政
務
ど
を
主
管
し
、

大
史
寮
の
長
官
は
太
史
で
、
中
闘
で
い
う
秘
書
庭
と
文
化
部
を
兼
ね
た
官
署
で

あ
る
と
す
る
。
こ
こ
よ
り
も
次
章
の
方
が
卿
事
寮
・
大
史
寮
と
太
宰
・
公
族
の

職
事
に
つ
い
て
は
記
述
が
詳
し
い
。
，
次
い
で
卿
事
寮
と
大
史
寮
が
宗
周
と
成
周

に
二
重
に
設
け
ら
れ
、
主
畿
を
侠
で
二
分
す
る
統
治
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。

第
二
章
は
金
文
を
主
史
料
に
西
周
の
公
と
卿
の
官
爵
制
度
を
分
析
し
て
い

る
。
公
太
保
・
公
太
史
・
召
公
・
召
伯
虎
な
ど
の
名
稽
か
ら
王
匡
に
公
爵
と
伯

爵
の
爵
位
が
あ
り
、
こ
の
官
爵
制
は
成
王
・
康
王
の
際
に
は
既
に
確
立
し
て
い

た
と
し
、
加
命
形
式
金
文
の
右
者
は
被
朋
命
者
の
上
官
で
あ
る
と
い
う
立
場
か

ら
、
太
姉
と
太
史
が
「
公
」
級
(
但
し
、
太
師
の
方
が
上
)
、
司
士
、
司
馬
、

司
工
、
司
窓
、
太
宰
・
公
族
が
「
卿
」
級
で
あ
っ
た
と
し
、
太
宰
は
王
の
家
務

官
で
財
用
の
管
理
、
公
族
は
周
王
の
同
姓
貴
族
で
あ
る
公
族
の
内
部
事
務
を
主

管
と
す
る
な
ど
、
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
本
章
に
は
第

一
一
章
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
論
中
、
「
某
仲
」
「
莱
叔
」
は
「
伯
」
級
で

あ
り
、
仲
・
叔
は
字
と
す
る
の
は
納
得
し
難
い
。
銑
伯
・
貌
仲
・
貌
叔
・
貌
季

が
分
族
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
営
-
初
は
字
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
名
の

一
部
と
な
り
、
本
来
な
ら
宗
子
で
あ
る
「
某
伯
」
が
な
る
べ
き
地
位
に
分
族
の

「
某
仲
」
「
某
叔
」
が
就
い
て
い
る
の
で
「
伯
」
級
に
腐
し
た
と
す
る
べ
き
だ

と
思
う
。

第
三
重
は
貴
族
の
官
爵
の
世
襲
制
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
重
要
な
官
爵

が
世
襲
さ
れ
た
時
に
子
に
射
し
て
、
新
王
が
即
位
し
た
時
に
奮
臣
に
劃
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
重
ね
て
崩
命
が
奥
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
銃
季
氏
六
代
の
「
師
」
職
の

世
襲
、
微
氏
七
代
の
「
史
」
職
の
世
襲
に
つ
い
て
述
べ
る
。
西
周
史
研
究
者
に

と
っ
て
常
識
と
も
い
え
る
も
の
で
、
別
段
新
し
い
見
解
は
な
い
。

第
四
一
章
は
西
周
初
期
の
分
封
制
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
ま
ず
、

文
王
の
分
封
は
局
の
王
畿
擦
大
を
目
指
し
、
武
王
の
分
封
は
般
の
貴
族
を
監

督
・
控
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
と
も
に
同
姓
親
廃
を
分
封
し
た
が
、
周

公
の
分
封
は
、
封
建
す
る
際
、
殿
の
主
畿
の
貴
族
と
殿
の
方
園
の
貴
族
を
分
配

し
、
彼
ら
を
封
園
の
園
人
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
監
督
を
強
め
守
政
治
・
軍

事
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
E

日
・
魯
・
衛
・
宜
・
燕
な
ど
の

例
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
周
公
東
征
以
後
の
大
規
模
な
分
封
に
つ
い
て
は
次
の

二
つ
の
傾
向
を
認
め
て
い
る
。
①
宋
(
約
王
の
諸
兄
の
微
子
啓
の
封
園
)
の
包

園
閤
の
内
層
に
は
異
姓
諸
侯
が
分
封
さ
れ
、
外
暦
に
は
姫
姓
諸
侯
が
分
封
さ
れ

た
。
②
蛍
時
の
主
要
な
交
通
路
や
軍
事
の
要
衝
で
あ
っ
た
扮
水
の
流
域
、
黄
河

の
流
域
、
漢
水
の
流
域
に
は
姫
姓
諸
侯
と
そ
れ
を
藩
塀
す
る
異
姓
諸
侯
が
分
封

さ
れ
た
が
、
中
原
の
比
較
的
設
展
し
た
地
域
は
文
王
・
武
王
・
周
公
の
子
に
分

封
さ
れ
た
。

第
五
章
は
本
書
の
中
核
を
な
す
部
分
で
、
西
周
・
春
秋
時
代
の
郷
途
制
度
と

祉
曾
構
成
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
周
櫨
』
で
は
、
王
畿

は
圏
中
お
よ
び
四
郊
の
「
郷
」
と
、
郊
よ
り
外
の
野
す
な
わ
ち
「
途
L

に
分
け

て
、
異
な
る
支
配
・
経
径
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
場
氏
は
こ
の
制
度
が
西

周
・
春
秋
遁
じ
て
存
在
し
て
い
た
と
し
た
上
で
、
郷
に
は
「
薗
人
」
帥
ち
土
の

階
層
が
居
住
し
、
遂
に
は
「
庶
人
」
「
野
人
」
即
ち
農
民
が
居
住
し
て
い
て
、

園
人
は
卒
均
分
配
の
街
地
を
耕
作
し
、
兵
役
に
服
す
る
義
務
と
数
育
を
受
け
る

権
利
や
政
治
に
参
興
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
が
、
庶
人
は
公
団
の
集
佳
耕
作

と
卒
均
分
配
の
街
地
を
耕
作
し
、
努
役
に
服
す
る
義
務
を
有
し
て
い
た
と
す

る
。
ま
た
、
こ
の
郷
品
種
制
度
が
諸
侯
園
に
も
存
在
し
て
い
た
ζ

と
を
脅
の
「
参
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園
五
都
」
、
魯
の
コ
ニ
郊
三
途
」
や
宋

・
鄭
の
火
災
時
の
動
員
を
も
と
に
論
注

す
る
。
次
い
で
、
西
胤
の
六
自
・
八
白
と
の
関
連
に
つ

い
て
述
べ
、
郷
の
長
官

が
「
邑
人
」
、
郷
人
の
長
官
が
実
(
旬
)
人
で
、
と
も
に
師
氏
に
属
し
た
と
し
、

ま
た
、
警
衛
隊
に
充
賞
さ
れ
る
復
敷
の
夷
族
の
部
落
も
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
す

る
。
そ
し
て
、
最
後
に
以
上
を
ま
と
め
て
、
①
貴
族
@
園
人
③
途
人
④
奴
隷
が

首
時
の
主
要
な
祉
曾
構
成
員
で
あ
っ
た
と
す
る
。
以
上
の
郷
途
読
は
、
楊
氏
と

子
省
吾
氏
(
屯
回
読
)
と
の
数
度
に
お
よ
ぶ
論
字
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

私
は
こ
の
郷
途
設
は
信
想
性
が
あ
る
と
思
う
。

第
六
章
は
西
周

・
春
秋
時
代
の
宗
法
制
度
と
貴
族
組
織
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
宗
廟
が
死
人
の
生
活
の
場
で
あ
る
こ
と
、
冠
雄
・
婚
雄
・
即
位
・
任

官
・
酬
明
躍
・
朋
命

・
結
盟

・
出
行
・
出
師
・
飲
至
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
、
族
墓

に
は
貴
族
用
の
公
墓
と
図
入
用
の
邦
墓
が
あ
っ
た
こ
と
、
姓

・
氏
・
名
・

{子の

附
け
方
と
姓
・
氏
と
の
関
係
、
族
外
婚
制
と
等
級
内
結
婚
制
、
嫡
長
子
縫
承

制、

宗
子
(
宗
主
)
が
族
長
と
な
り
、
全
族
の
一
切
の
権
力
を
主
管
す
る
族
長

主
管
制
、
宗

・
家

・
室
の
財
富
の
内
容
、
宗
子
と
宗
の
構
成
員
と
の
権
力
・
権

利
・

義
務
関
係
、
家
大
土
穴

・
宗
老
・
室
老

・
家
宰

・
邑
宰
・
司
徒
・
司
馬
・
馬

正

・
工
師
な
ど
の
家
臣
、

A
叩
卿
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
。
西
刷

・
春
秋
時
代
研

究
の
基
本
知
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
七
一軍
は
五
服
の
う
ち
夷
蜜
の
要
服
と
戎
秋
の
荒
服
と
に
は
区
別
は
無
く
、

王
朝
所
属
の
少
数
民
族
(
荒
限
)
に
は
放
貢
と
来
王
(
王
の
所
在
地
に
来
て
朝

見
す
る
こ
と
)
の
義
務
が
あ
り
、
来
王
を
終
身
の
職
責
と
す
る
こ
と
を
「
鯵

王
」
と
い
い
、
こ
れ
ら
少
数
民
族
が
爵
位
を
受
け
る
時
に
は
低
級
な
子
爵
が
授

け
ら
れ
た
と
す
る
。
王
位
の
縫
承
の
時
に
朝
見
す
る
の
を
来
王
と
す
る
傍
統
的

な
解
稗
と
か
な
り
異
な
る
が
、
金
文
の
例
か
ら
楊
氏
の
設
の
正
し
さ
は
確
認
で

き
る
。

第
八
章
は
、
西
周
初
期
に
五
鼎
三
箆
の
よ
う
な
奇
数
を
基
準
に
し
た
列
鼎
制

度
(
鼎
の
大
小
は
逓
減
し
て
い
る
が
、
形
制
と
紋
援
は
一
致
し
な
い
〉
、
晩
期

に
は
鼎
は
奇
数
で
、
鐙
・
箪
・
品
缶
・
査
・
盆
は
偶
数
の
列
鼎
制
度
(
大
小
逓

減
、
形
制

・
紋
様
は
一
致
)
が
流
行
し
た
と
す
る
。
併
せ
て
、
編
鐙
・
編
磐
と

雅
楽
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る。

第
九
一
章
は
金
文
を
主
史
料
に
貴
族
の
等
級
を
表
す
命
版
制
度
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
市
(
北
巾
〉
と
資
(
桁
)
の
形
制
(
北
巾
は
皮
製
の
前
掛
け
。

市川
は
北
巾
の

前
に
掛
け
る
玉
を
組
み
合
わ
せ
た
装
飾
品
。
詳
し
く
は
本
書
を
参
昭
…
〉
に
つ
い

て
述
べ
、
次
い
で
、
黄
は
①
葱
(
青
)
黄
②
朱
賀
③
幽
(
黒
)
黄
・
同
賞
④
金

賞
の
順
、
帯
は
①
朱
北
巾
②
赤
帯
③
赤

θ
(刺
繍
)
帝
④
厳
(
黒
)
帝
@
叔

(
白
)
北
巾
の
順
で
等
級
が
下
が
る
と
す
る
。
金
文
研
究
で
は
必
須
の
知
識
な
の

で
、
一
議
を
勧
め
た
い
。

第
四
編
の
第
一
章
は
、
『
逸
周
書
』
の
「
世
伴
解
」
「
克
殿
解
」
「
荷
誓

解
」
「
度
邑
解
」
と
『
愚
一子』

非
命
上
に
引
く
「
大
明
」
が
信
頼
で
き
る
史
料

で
あ
る
こ
と
を
論
設
し
て
い
る
部
分
を
除
け
ば
、
第
一
編
第
三
章
の
三
の
も
と

に
な
っ
た
専
論
で
、
武
王
克
一商
一
の
日
時
・
地
整
・
軍
事
的
環
境
の
論
設
が
数
倍

詳
細
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
黙
は
利
箆
の
「
歳
鼎
克
」
を
一
般
的
な
放
星
云
ん
べ

で
は
な
く
、

「
衝
殺
後
嘗
即
得
克
(
突
撃
し
て
後
、
す
ぐ
に
克
っ
た
ど
と
解

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
鼎
」
の
解
穆
に
は
疑
問
を
有
す
る
が
、
今
の
と
こ

ろ
諸
俸
の
う
ち
最
も
説
得
力
が
あ
る
。

第
二
章
は
何
傘
の
「
惟
王
初
郡
」
の
解
離
と
「
惟
王
五
柁
」
の
年
代
を
詳
細

に
論
じ
た
も
の
で
、
第
一
編
第
五
章
の
二
の
専
論
で
あ
る
。
召
詰
と
洛
詰
を
中

心
に
日
附
を
細
か
く
追
っ
て
い
る
黙
が
目
立
つ
。

第
三
章
は
東
都
の
建
設
と
そ
の
一
意
一
義
に
つ
い
て
論
述
す
る
が
、
第
一
編
第
五

一軍
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
成
周
は
東
都
の
飽
祷
で
、
王
城
は
東
都
の
宮
城
で
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あ
る
と
し
、
西
城
東
郭
の
こ
の
都
城
の
宮
城
は
漢
の
河
南
豚
城
の
外
国
に
夜
見

さ
れ
た
春
秩
王
城
附
近
(
洛
河
の
北
、
澗
河
と
渡
河
の
開
)
で
、
大
郭
は
洛
河

の
北
、
漉
河
を
挟
ん
で
東
西
に
あ
っ
た
と
す
る。

こ
の
論
讃
(
園
を
附
す
)
は

第
一
一
編
第
五
章
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
東
都
を
建
設
し
た
目
的
と
作
用
に
も
言

及
し
て
四
黙
を
あ
げ
て
い
る
が
、
第
三
勲
の
地
方
の
貢
賦
を
徴
牧
・
貯
蔵
す
る

中
心
地
で
あ
り
、
経
済
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
す
る
熟
は
他
に
見
な
い
。

第
四
章
は
、
武
王
か
ら
幽
王
に
至
る
歴
代
周
王
の
四
方
に
針
す
る
征
伐
と
防

御
の
戦
争
を
、
一
は
武
王
と
東
夷
、
二
は
周
公
と
東
夷
、
三
は
成
王
と
長
、
四

は
康
王
と
東
夷
、
五
は
康
王
と
鬼
方
の
よ
う
に
二
六
の
項
目
に
分
け
て
論
じ
て

い
て
、
地
撃
の
論
査
が
詳
し
い
。
文
献
と
金
文
の
一
問
方
か
ら
論
設
す
る
と
い
う

立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
文
献
の
み
の
も
の
も
多
々
あ
り
、
文
献
史
料
だ
け

の
場
合
、
ど
こ
ま
で
信
頼
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
金
文
に
関
し
て
も
、
断
代

の
根
媛
を
示
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
、
説
明
不
足
と
感
じ
ら
れ
る
。

第
五
章
の
一

一は
第
三
編
第
四
章
の
三
と
同
じ
で
あ
る
が
、
二
以
下
に
は
、
西

周
・
春
秋
時
代
の
湾
・
魯
は
開
墾
し
て
農
耕
地
を
績
大
し
、
そ
の
影
響
で
遊

牧

・
漁
狩
の
異
族
部
族
が
生
業
を
農
業
に
替
え
て
開
墾
を
進
め
る
と
、
兼
併
し

て
大
固
化
し
た
が
、
耳
目
は
周
圏
の
姫
姓
諸
侯
を
粂
併
す
る
と
と
も
に
、
戎
秋
の

土
地
を
占
有
し
、
そ
こ
に
都
邑
を
建
て
て
農
地
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
固
化

し
た
と
し
て
、
調
円
・
魯
・
耳
目
の
大
圏
形
成
の
過
程
と
そ
の
濯
い
を
論
述
す
る
。

附
録
は
、
韓
は
扮
水
以
北
に
あ
り
、
相
犯
と
鄭
接
し
て
い
た
と
す
る
。

第
六
章
は
『
穆
天
子
停
』
の
岡
県
貫
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
昆
命
は
郡
遠
山

で
、
穆
王
征
西
の
先
導
役
河
宗
栢
夫
の
子
孫
部
氏
(
河
宗
柏
矢
の
停
設
を
俸

承
)
は
内
蒙
古
托
克
托
附
近
に
居
住
、
穆
王
を
接
迎
し
た
赤
鳥
氏
は
郁
遠
山
附

近
に
い
た
赤
秋
の
烏
孫
で
あ
り
、
彼
ら
の
協
力
で
穆
王
は
秦
の
恵
文
王
・
昭
王

の
よ
う
に
戎
秋
の
地
を
通
っ
て
黄
河
の
上
流
に
達
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
、

こ
の
穆
王
征
西
の
俸
設
は
貌
の
文
公
が
秦
か
ら
河
西
を
取
っ
た
時
、
貌
の
史
官

が
餅
氏
か
ら
採
取
し
た
も
の
と
す
る
。
次
い
で
、
太
伯
の
分
封
は
臭
で
な
く

虞
、
古
公
直
父
の
稽
は
公
萱
父
・
大
王
萱
父
で
、
『
史
記
』
よ
り
正
確
で
あ
る

と
す
る
。
神
話
停
設
の
来
源
に
つ
い
て
は
、
烏
孫
な
ど
か
ら
来
た
胡
双
一
か
ら
の

俸
聞
に
よ
る
と
す
る
。

第
五
編
の
第
一
章
は
楚
の
建
閣
と
抜
大
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
楚
は
盈
姓
で

な
く
ヰ
姓
で
、
建
園
の
地
の
丹
陽
は
湖
北
称
蹄
豚
の
東
南
に
あ
り
、
西
周
初
期

に
は
一
段
下
の
諸
侯
と
し
て
周
に
恭
順
し
て
い
た
が
、
長
江
流
域
の
下
流
方
向

お
よ
び
北
方
に
抜
大
し
て
い
く
に
つ
れ
、
楚
を
抑
え
、
そ
の
銅
の
袈
得
を
目
論

む
周
と
針
立
し
て
い
く
と
す
る
。
補
記
に
は
、
-
祖
先
や
四
方
一刊
を
柁
る
た
め
の

首
狩
り
と
楚
の
稽
放
が
子
↓
王
↓
公
↓
数
↓
王
と
繁
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
る
。
論
中
の
祭
杷
用
の
首
狩
り
は
殿
の
伐
祭
の
原
-
初
的
形
態
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
言
及
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
は
随
と
曾
は
一
園
二
名
と
す
る
設
へ
の
反
論
で
、
曾
に
は
、
山
東
蒼

山
豚
西
北
の
似
姓
の
曾
、
河
南
方
城
の
似
姓
の
曾
、
所
在
不
明
の
楚
王
に
嫁
し

た
「
曾
姫
」
の
出
自
の
姫
姓
の
曾
が
あ
っ
た
と
す
る
。
補
記
に
は
二
つ
の
似
姓

の
曾
に
つ
い
て
記
す
。

第
六
編
の
第
一
章
は
西
周
時
代
の
冠
弁

・
衣
装
・
食
料

・
住
居
・
馬
車
・

船

・
筏
な
ど
に
つ
い
て
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
論
置
は
少
な
い
。

第
二
章
は
西
周
時
代
の
数
育
と
数
育
施
設
(
僻
薙
)
に
つ
い
て
、
①
小
皐
は

存
在
す
る
(
静
箪
・
大
孟
鼎
〉、
②
大
撃
で
あ
る
跨
潅
(
皐
宮
)
は
鏑
京
郊
外

の
葬
京
に
あ
り
、
園
壁
の
形
状
で
、
四
周
に
水
池
、
水
中
の
高
地
に
建
築
物
、

近
く
に
鳥
獣
が
い
る
園
林
が
あ
る
、
③
僻
薙
は
貴
族
子
弟
の
数
育
の
場
で
あ
る

と
と
も
に
、
貴
族
の
集
曾
・
豪
餐
・
練
武
・
奏
楽
の
場
、
躍
堂
、
舎
議
室
、
狩

り
場
で
あ
る
、
@
教
育
内
容
は
六
萎
で
穫
祭
と
射
御
が
主
で
あ
る
、

⑤
数
師
は
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軍
官
の
師
氏
で
「
師
」
の
起
源
と
な
っ
た
、
⑤

「
夫
子
」
の
稽
は
師
氏
よ
り
上

位
の
千
夫
長

・
百
夫
長
に
由
来
す
る
、
と
す
る
。

千
夫
長
・
百
土
大
長
は
『
向

型
自
』
に
し
か
見
え
ず
、
そ
の
存
在
自
鐙
が
問
題
で
あ
る
。

第
三
一章一
は
、

『
尉
易
』
に
は
周
の
図
家
の
大
事
が
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ

の
例
を
列
摩
す
る
。
ま
た
、
『
周
回
初
』
の
四
例
の

「
這
」
の
う
ち
二
例
は
事
物

の
獲
化
す
る
規
律
を
指
す
概
念
語
で
、
後
世
の
中
園
思
想
に
影
響
を
輿
え
た
と

し
、
『
周
日
初
』
の
思
想
は
「
中
行
」
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
議
は
『
園
語
』
周
語
上
と
鄭
一訟
に
記
し
て
い
る
凶
胤
後
期
の
伯
陽
父
の

陰
陽
設
と
五
行
設
に
つ
い

て
述
べ
、
起
源
と
す
る
。

第
五
一章
は
大
蒐
躍
の
賀
行
手
順
と
軍
事
・
政
治
作
用
に
つ
い
て
詳
論
す
る
。

最
初
に
『
周
躍
』
『
毅
梁
侮
』
『
毛
博
』
を
も
と
に
大
蒐
雄
前
半
の
閲
兵
式
に

相
品
曲
す
る
部
分
を
四
段
、
後
半
の
田
狩
を
借
用
し
た
軍
事
訓
練
を
九
段
に
分
け

て
貧
行
手
順
を
説
明
し
、
次
に
春
秩
時
代
に
毎
年
賀
施
し
て
い
た
田
狩
を
借
用

し
て
い
た
大
蒐
躍
が
衰
え
る
と
、
田
狩
を
用
い
な
い
純
粋
な
軍
事
機
関
と
演
習

の
性
質
を
有
す
る
大
蒐
躍
に
鑓
わ
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、

繍
け
て
論
じ
て
い
る
軍
事

・
政
治
作
用
で
、
大
蒐
穫
の
時
に
軍
の
編
成
、
時間帥

の
選
定
と
任
命
、
法
律
の
制
定
と
頒
布
、
違
法
者
の
底
割
、
貧
窮
者
の
救
済
、

人
材
の
選
抜
、
図
家
の
大
事
の
公
布
、
枇
丁
の
人
数
の
集
計
、
貸
賎
長
幼
の
分

別
な
ど
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
論
中
、
こ
の
時
の
法
律
の
制
定
と
頒
布
が
成
文

法
の
成
立
に
繋
が
っ
た
と
す
る
黙
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

第
六
一章
は
、
郷
射

・
大
射

・
燕
射

・
賓
射
の
四
種
の
射
膿
の
う
ち
郷
射
虚
と

大
射
躍
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
射
躍
が
行
わ
れ
た
場
所
(
強
・
序

・
樹
や
圏

中
な
ど
〉
、
第
一
番
射
か
ら
第
三
番
射
ま
で
の
細
か
い
射
程
の
賀
行
手
順
を
詳

述
す
る
と
と
も
に
、
射
躍
が
回
狩
を
借
り
た
軍
事
訓
練
に
起
源
し
、
人
材
選
抜

を
も
兼
ね
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
的
の

「
侯
」
と
斥
候
の

「候
」
を
結
び
つ

け
た
諸
侯
の
「
侯
」
の
意
味
、
禽
獣
や
敵
人
の
捕
獲
に
由
来
す
る
「
賢
」
な
ど

の
見
解
も
提
示
し
て
い
る
。
附
録
で
は
「
不
来
侯
」
「
不
寧
侯
」
問
題
を
扱

い
、
問
誼
の
亙
術
と
す
る
。

第
七
議
は
郷
飲
酒
穫
と
饗
穫
に
つ
い
て
論
じ
る。

最
初
に
郷
飲
酒
趨
の
賀
行

手
順
を
五
段
に
分
け
て
説
明
し
た
あ
と
、
引
き
綴
い
て
郷
射
穫
が
行
わ
れ
る
こ

と
、
園
都
あ
る
い
は
僻
濯
で
暴
行
さ
れ
た
こ
と
、
氏
族
褒
落
の
共
同
飲
食
に
由

来
す
る
こ
と
を
述
、
へ
る
。
論
中
、
郷
飲
酒
躍
の
郷
、
園
都
の
六
郷
の
郷
、
郷
大

夫
の
郷
が
同
一
の
語
源
で
あ
る
と
す
る
興
味
深
い
見
解
が
見
ら
れ
る
。
抑
制
け

て
、
饗
穫
は
王
や
諸
侯
が
主
催
す
る
高
級
な
郷
飲
酒
躍
で
、
敵
艦
の
前
の
線

(
呑
酒
を
地
に
濯
ぐ
)
、

一
献
ご
と
の
幣
の
下
賜
、
陸
(
酒
で
は
な
い
)
の
使

用
、
上
等
の
料
理
、
完
備
し
た
奏
楽
な
ど
の
相
濯
が
あ
る
だ
け
と
す
る
。
者
ノ光

鼎
な
ど
か
ら
す
で
に
段
末
に
は
饗
躍
は
あ
っ
た
と
す
る
が
、

「
王
郷
」
の
語
だ

け
で
は
詮
線
不
足
の
感
が
あ
る
。
西
周
時
代
に
饗
躍
が
あ
っ
た
の
は
楊
氏
が
あ

げ
る
都
君
御
方
鼎
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。

第
八
章
で
は
冠
膿
の
手
順
を
簡
単
に
説
明
し
た
あ
と
、
字
(
あ
ざ
な
)
と
そ

の
一
意
義
、
三
度
冠
弁
阪
を
加
え
る
こ
と
の
一
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。
加
冠
時
の

字
を
含
め
た
男
子
の
全
稽
は
自
(
伯
)
家
父
の
よ
う
に
遊
行
、
字
、
父
(
男
子

の
美
穂
)
で
あ
り
、
許
嫁
時
の
字
を
含
め
た
女
子
の
全
mmは
敬
孟
姫
良
母
の
よ

う
に
園
名

・
氏
名
、
輩
行
、
姓
、
字
、
母
(
女
子
の
美
稽
)
で
、
そ
の
略
稽
や

別
穏
に
は
色
々
な
様
式
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
例
示
す
る
。
こ
の
部
分
は
一

讃
の
償
値
が
あ
る
。
上
記
の
雨
意
義
は
通
過
儀
躍
を
経
て
成
人
し
た
貴
族
に
伴

う
権
利
と
義
務
の

こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
数
黙
に
ま
と
め
て
い
る
。

第
九
一章
は
賛
見
躍
に
つ
い
て
の
専
論
で
、
士
相
見
躍
・
土
見
大
夫
躍

・
臣
見

埠
か
ら
帥
晴
雄
・
郊
労
・
頚
躍
ま
で
を
簡
略
に
ま
と
め
、
金
文
の
分
析
か
ら
西
周

時
代
の
賓
の
雄
物
に
は
環
・
東
南
布
・
馬
・
貝
・
金
(
銅
〉
な
ど
が
あ
っ
て
、
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春
秋
以
後
の
玉

・
幣
よ
り
は
範
圏
が
庚
か
っ
た
と
す
る
。
論
中
、
賛
見
穫
の
起

源
と
と
も
に
、
父

・
予
の
字
義
と
壁

・
圭

・
環
の
起
源
に
も
鰯
れ
て
い
る
。
ま

た
、
命
圭
を
地
位

・
受
封
・
縫
位

・
使
者
の
信
物
と
す
る
命
圭
制
度
、

「
委
賛

震
臣
」
に
よ
っ
て
君
臣
関
係
が
成
立
す
る
と
と
も
に
人
力
と
物
力
を
貢
納
す
る

義
務
を
負
う
制
度
が
あ
っ
た
と
す
る
。
後
者
を
金
文
の
解
讃
に
宿
応
用
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
良
い
方
法
で
あ
る
。

第
十
章
は
文
献
史
料
と
煩
鼎
に
見
え
る
崩
命
を
も
と
に
加
命
践
に
つ
い
て
ま

と
め
た
も
の
で
、
新
し
い
見
解
は
見
ら
れ
な
い
。
論
中
に
史
は
簿
算
や
書
策
を

入
れ
る

「中
」
と
い
う
木
横
ハ
は
こ
)
を
手
に
執
る
形
象
と
い
う
、
史
の
字
義

が
見
ら
れ
る
。

第
十
一
章
は
『
詩
経
』
大
雅
・
自
主
突
に
見
え
る
出
征
の
躍
で
あ
る
顔
祭
と
鵡

祭
、
『
詩
経
』
小
雅

・
吉
日
に
見
え
る
出
狩
の
躍
で
あ
る
馬
租
の
祭
柁
に
つ
い

て
説
明
し
、
ま
た
、
叢
駒
寧
・
井
叔
鼎
に
見
え
る
執
駒

・
拘
駒
の
躍
は
二
歳
の

子
馬
を
母
馬
か
ら
離
し
、
層
明
(
お
も
が
い
)
・
馬
具
を
つ
け
る
躍
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
て
い
る
。

第
十
二
章
は
天
室
で
の
上
需
の
祭
柁

・
郊
祭

・
祉
祭

・
締
祭

・
衣
祭

・
系
祭

の
六
種
類
の
重
要
な
祭
犯
を
簡
略
に
論
じ
て
い
る
。
天
室
は
明
堂
を
指
す
場
合

と
嵩
山
を
指
す
場
合
が
あ
る
、
描
胴
祭
は
開
園
の
君
主
だ
け
で
な
く
、
先
王
を
祭

犯
す
る
、
西
周
の
衣
祭
で
は
群
臣
が
大
曾
見
し
て
共
同
で
大
献
祭
に
参
興
す
る

と
す
る
黙
が
注
目
さ
れ
る
。

第
七
編
の
第
一
章
は
怒
王
時
の
戎
秋
の
侵
入
、
議
王
死
後
の
王
位
縫
承
問
題

と
諸
侯
に
よ
る
夷
王
の
擁
立
、
腐
王
時
の
暴
虐
と
卿
土
祭
夷
公
の
貧
利
、
共
伯

和
に
よ
る
天
子
の
事
の
掻
行
、
宣
王
に
よ
る
強
制
的
な
魯
侯
の
繕
位
と
太
原
で

の
人
口
登
記
(
料
民
子
太
原
)
を
あ
げ
、
だ
ん
だ
ん
西
周
王
室
が
衰
え
て
い
っ

た
と
す
る
。
論
中
、
共
伯
和
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
師
般
築
の
伯
和
父

(
師
和
父
)
を
、
師
民
な
の
で
別
人
と
す
る
。

第
二
章
は
、
周
人
の
東
遜
と
卒
王
の
東
遷
に
つ
い
て
論
じ
る
。
共
和
十
年
と

宣
王
初
期
の
大
皐
と
幽
王
時
の
連
年
の
皐
災
と
人
災
に
よ
る
民
の
流
亡
、
鄭
園

の
河
南
新
鄭
へ
の
避
難
の
遷
都
、
周
原
地
匿
の
銅
器
の
空
白
磁
に
残
る
周
貴
族
の

倉
皇
と
し
た
避
難
、
宣
王
時
の
卿
土
仲
山
甫
の
陽
焚
(
河
南
済
源
の
東
南
)

へ
、
幽
王
時
の
卿
土
白
星
父
の
向
(
河
南
済
源
の
南
〉
へ
の
封
邑
の
東
濯
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
は
民
人
か
ら
上
は
卿
士
・
諸
侯
に
至
る
避
難
と
東
遜
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
種
々
の
原
因
が
あ
っ
た
と
す
る
。
次
い
で
、
秦
の
初
封

と
諸
侯
へ
の
昇
缶、

幽
王
時
の
滅
亡、

卒
王
と
携
王
の
二
王
並
立
、
卒
王
の
東

濯
に
つ
い
て
述
べ
る
。
論
中
、
卒
王
を
申
に
立
て
た
の
は
申
侯
・
曾
侯
(
魯
侯

で
は
な
い
)
・
許
文
公
と
す
る
。

附
録
は
、
清
の
唐
大
浦
や
顧
領
剛
の
分
析
を
も
と
に
、
『
逸
周
書
』
の
「
世

伊
解
」
「
克
段
解
」
「
爾
誓
解
」
「
度
邑
解
」
「
作
緩
解
」
は
民
古
の
『
書
』

で
あ
っ
て
、

『
向
室
田
』
周
書
よ
り
史
料
債
値
が
あ
り
、
「
皇
門
解
」
「
祭
公

解
」
「
丙
良
夫
解
」
も
史
料
債
値
が
あ
る
と
す
る
。
第
四
編
の
第
一
章
は
こ
れ

を
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
を
讃
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
が
二
黙
あ
る
。
第

一
粘
'
は
、
楊
氏
が
王
薗
維

の
二
重
詮
録
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
重
詮
媛
法
は
考
古
皐
的
遺
物

(
甲
骨
文
や
金
文
を
含
む
)
と
文
献
史
料
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

史
寅
を
求
め
る
方
法
で
、
楊
氏
の
自
俸
を
見
る
と
、
若
い
時
か
ら
こ
の
方
法
に

注
目
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
例
え
ば
『
儀
雄
』
か
ら
郷
飲
酒
躍

の
寅
行
手
順
を
求
め
、
そ
の
他
の
文
献
か
ら
饗
躍
が
郷
飲
酒
躍
を
高
級
に
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
多
少
の
相
濯
が
あ
る
こ
と
を
調
べ
、
都
侯
御
方
鼎
な
ど
の
金

文
で
饗
躍
の
手
順
と
存
在
を
確
認
し
て
い
る
の
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
第
二

黙
は
、
唯
物
史
観
の
公
式
に
嘗
て
は
め
る
た
め
に
断
片
的
に
史
料
を
用
い
て
数
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僚
的
に
解
四
押
す
る
こ
と
を
排
し
、
な
る
べ
く
ひ
と
ま
と
ま
り
の
内
容
が
あ
る
も

の
を
史
料
と
し
て
用
い
、
史
料
内
容
に
沿
っ
て
合
理
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
か
た
ま
り
の
史
料
か
ら
全
鐙
像
を
把
握
し
て
い
る

の
で
、
甲
骨
文
・
金
文
の
断
片
的
史
料
が
整
理
さ
れ
た
全
鐙
像
の
ど
こ
に
位
置

す
る
か
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
が
西
周
史
研

究
に
有
数
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
類
を
見
な
い
豊
富
な
研
究
成
果
に
よ
っ

て

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
九
九
年
一
一
月
上
海
上
海
人
民
出
版
社

A
五
剣
八
七

O
頁
五
二
、

O
O
元
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